
（公印省略）

分 医 発 第 2 5 3 9 号

令 和 7 年 1 0 月 2 3 日

各郡市等医師会担当理事 殿

大分県医師会

庶務部長 田 代 幹 雄

大分県最低賃金の改正等に係るお知らせ

今般、大分労働局長より大分県最低賃金が令和8年1月1日から時間額

1,035円に改正される旨、通知がまいりました。

また、同局では、賃金の引き上げに伴う支援を強化しており、設備投資を

行った中小企業・小規模事業者等にその費用の一部を助成する「業務改善

助成金」や、最低賃金の改正に伴い賃金規定等を改定する場合に助成する

「キャリアアップ助成金」に係るパンフレットも併せて同封いたします。

つきましては、貴会におかれましてもご了知のうえ、会員への周知方

よろしくお願い申しあげます。

なお、本件、大分県医師会報第854号(令和7年11月号)にて掲載いたし

ますことを併せ申し添えます。
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戯く人も毎雇う人も錦確認毛慮れず偲魃

大分県 最低賃金

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
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最低賃金に関する

特設サイト

最低賃金に関する

お問い合わせは

大分労働局または

最寄りの労働基準監督署ヘ

賃金引上げ
特設ベージ
賃金引上げに向けた支優策
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働く人も、雇う人も。
必ず確認、最低賃金 !

上
ｉギ
「最低賃金制度」は～年齢やパート

。学生などの働き方の違いにかかわら或

働くすべての人に適用されまi確認したい賃金傑1)と勤務地の
都道府県の最低賃金額 (時間額)を比較表に記入して、比較してみましよう!(※ 2)
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最低賃金額との比較方法 あなたの賃金と該当する都道府県の最低賃金額を書き込んでみましょう。(※ 2)
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日支始の要件

≧
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0基本綸(日給)→ Bの計算で時間額を出す
0各手当(月綸)→ Cの計算で時間額を出す
00と0を合計した額≧最低賃金額(時間額)

解雇、資金引下げ等の

不交付事由がない

(※ 1)最低賃金額との比較に当たつて、次の賃金は算入しません。

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)② lか月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)①所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外劇増賃金

など)①所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)③午後10時 から午前6時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金

の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)①精旨勤手当、通勤手当および家族手当

(※ 2)詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働基準監督署ヘ

賃金引上げを支援する

「業務改善助成金」を活用しましょう! ←亀

票 清 改 善 助 蔵 金 と は ?r業
務改善助減金」は、生産性を向上

させr事業場内で最も低い賃金(事集尋

鱗羅駐解報 、銀盤灘解紹霜霧覇蹴藤我置翫o120‐ 366‐440 鰈
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設備投資毎に

要した費用の

一部を助成
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概要を動画で
チエツク!

事業場内最低賃金の

]I上げ
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引上げ後の

賃金額の支払い
鰯生産性向上に資する

機器・設備などを導入

交付決定後、

提出した

計画に沿つて

事業実施

実施結果

報告書・

支給申請書を

労働局に提出
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手続とを動園で
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例えば、基本給が日給で

各手当 (職務手当など)が月給の場合
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中小企業事業者の皆さん !

業務改善助成金コールセンター 詳しくは、こちら

業務改善助成金 検 索
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助成金

支給まで

の流れ

賃金引上げにお悩みの方は働き方改革

推進支援センターにご相談ください。

詳しくlよ、こちら 働き方改革推進支援センター 検 索

専門家による

無料相談を

実施

日本政策金融公庫では、事業務内最低賃金の

引上げに取り組む事業者に対して、

設備資金や運転資金の融資を行つています。

働き方改革推進支援資金 検 索中

働き方改革

推進支援

資金

審 査

2

審 査
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事業主の皆さまヘ

弓
厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

の支 援 策

業務改善助成金 【お問い合わせ:業務改善助成金コールセンター 0120‐ 366-440】

事業場内最低賃金を弓|き上げ、設備投資等を行つた中小企業等に、その費用の一部を助成します。

中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取組が支援対象です。

匝 令和 7年 9月 から制度を拡充 !

・対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充

・最低賃金改定日の前日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要

賃上げ +設備投資

30円コース

45円コース

60円ヨース

90円ヨース

30～ 130万円

45～ 180万円

60～300万円

90～ 600万円
Instagram

大

分

労

働

局

公

式

S

N

S

YoけTube

・賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する

計画の作成が必要
。中小企業が利用可能
。助成額は、賃金の引上げ額、引上げ労働者数等
によつて決定
。交付決定を受けた後に設備投資等を行う

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 (賃 金規定等改定コース )【お問tヽ合わせ:大分助成金センター 097-535-210倒

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

潮亘黙鑑蝋譴糠名智
額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した

非正規雇用労働者の賃上げ

3%以上4%未満の場合   4万円(2.6万円)

・ 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアツプ

計画の作成が必要
。中小企業、大企業どちらも利用可能

事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金4%以上5%未満の場合   5万円(3.3万円)   ・
最甦きを改定する必要あり

5%以上6%未満の場合  6.5万円(4.3万円)  ・ 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給制
度を新たに規定した場合は助成額を加算  |

7万円(4,6万円)6%以上の場合

事業所あたりの支給申請上限人数は100人。(※ )括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。1年度 1

働き方改革推進支援助成金 【お問い合わせ:雇用環境・均等室 097-532-4025】

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン

サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

活用亘蘇肇雫8言着響撃譜鵜 到猛えピ薪黒苛竪湿ど冒銘浄f躇啄雪再誕勢亀晶提
を

労働時間削減等の取組

(賃上げ)+設備投資等

業種別課題対応コース(※η)

。労働時間削減等の取組計画の作成が必要  !
。中小企業や中小企業が属する団体が利用可能
・助成額は、成果目標の達成、箕金の弓|き上げ額、

賃金を引き上げた労働者数等により決定
・交付決定を受けた後に設備投資等を行う

(※ 1)建設業の場合
(※ 2)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
(※ 3)別 途団体向けのコースあり(助成上限額1,000万円 )

労働時間短縮・年休促進支隈コース

25～
550万円

25～
200万円

50～
120万円

6～

360万円
(※2)

賃上げコース区分 助成上限額
活用のポイント

非正規雇用労働者の

賃上げ率の区分
助成額
(1人当たり)

助成上 限額

基本  賃上 Iザ
部分   加算

コース区分

勤務間インターバル導入コース



人材開発支援助成金 【お問い合わせ:大分助成金センター 097-535-2100】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例第撲憲講雇綸 墨響層昼:科寂△堰弓雹遭壌暮聯報雙継鞭齋
1°万Dを受講させ、

※1人材育成支援コース(人材育成訓練)の場合
※25%以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い3%以上賃金を上昇させた場合

鶴四口)(鍮魏あ繁錦言)
①賃金助成額   奮8認 認 悪亀

り        。 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働―
局への提出が必要。計画に沿つて訓練を実施し

②経費助成率  引離薬突た縫轟2黎は、   後、申請。 10時間以上のOFF―JTによる訓練等が対象
24万円。36万円 。 中小企業、大企業どちらも利用可能

③OJT実施助成額 罷班商で多鼎 用          
助成額は、訓練内容、企業規模により決定

※訓練ヨース・メニューによつて上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります(①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。)。

人材確保等支援助成金
(雇 用管理制度・雇用

【お問い合わせ:大分助成金センター 097‐ 535-2100】
環境整備助成コース

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等 (賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づくり制度)の導入や雇用環境の整備 (従業員の作業負担を軽減する機器等の

導入)に より、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

産 亜 墾癸?♂ 甜 厘 蘊 穏 哲
軽減する機器等を導入し、賃上Ⅸ 5%以Dを 行つた場合、

Ⅲ

8夷璽峯篇劉匿         (二 8写円)   
・
属塁房磐叉軍舌豚作泰晃畠患羞轟懇摩冦鋼屋ξ

8諄ち弊    渥認):隔尉謎爵誓催算龍I蓮負忌望尾忌聰定
⑥作業負担を軽減する機器等  導入授§蹄

.5%  。対象労働者σ
(※ )賃金規定制度は中」塗業のみ不U用可能

(※ 1)括弧内の金額は、賃上げを行つた場合以外の助成額又は助成率。
(※ 2)①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円(80万 円 )。 ⑥を導入した場合の上限額は187.5万円(150万円 )。

雇用管理改善の取り組み
(賃上げ加算 )

より高い処遇への労働移動等への支援

特定求職者雇用開発動成金 (成長分野等人材確保・育成コース )

・ ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など(就職困難者等 )を
継続して雇用する事業主に助成 (30万円～240万円)
。 これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野 (デジタル、グリーン)の業務に
従事する労働者の雇入れ、②人材育成 (人材開発支援助成金の活用)及び雇入れから3年以内に5%
賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給

早期再就職支援等助成金 (雇入れ支援コース、中途採用拡大ヨース )

・ 雇入れ支援コース:事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇
入れ、雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。

・ 中途採用拡大コース:中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ
た場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当
該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して5%以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金 (ス キルアップ支援コース )
。 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた
場合に助成 (上限額8,870円 /1人 1日 あたり(¬ 事業主あたり1,000万岡))します。

団 支援策の詳細はHPをチェック
ひと、くらし、みらいのために
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区分 (※ )  賃上げした場合の助成率・額

助成額 (※卜 2)区分

(R7.9)

大分労煙〕局




